
 
 

「ラオスにおける仮想通貨関連事業について」 

2023 年 2 月 9 日 

One Asia Lawyers Group ラオス事務所 

１．背景 

ラオス中央銀行（以下、中銀）は、2018 年 8 月（詳細は 2019 年 8 月

20 日付ニュースレター）及び 2021 年 8 月（詳細は 2021 年 8 月 18 日

付ニュースレター）に仮想通貨に関する注意喚起をラオス国民に対し

て行っています。 

一方で、2021 年 8 月の注意喚起の 1 か月後に、中国からの仮想通貨マイニング企業の流出もあ

り、ラオス政府は仮想通貨をマイニング（採掘）する官民プロジェクトを正式に承認し、ラオス

国内の企業 6 社に対して、マイニングの許可を与えています1。その 3 か月後には、技術通信省

が 2021 年 11 月 9 日付で「仮想通貨資産取引試行に関する合意（No888）」を発行しています。

同合意は、全部で 17 条か構成されており、言葉の定義、仮想通貨の事業の種類、仮想通貨のマ

イニング及び売買の事業許可取得方法、税金、禁止事項などが規定されています。なお、 仮想

通貨事業者は、財政的に安定している「ラオス人の企業」のみに許可されており（合意第 6 条）、

外国企業2には認められていないと解釈できます。マイニング事業に関しては、事業許可 1 回に

つき 500,000USD、売買事業については、1,000,000USD のライセンス料が必要となります。 

２．仮想通貨事業に対する融資の停止 

仮想通貨事業は、高額な資本金を必要としますが、中銀商業銀行管理局は 2023 年 1 月 26 日付

で「仮想通貨マイニング又は暗号資産関連事業に対する融資の停止（No42）」を通知しました。

停止の理由としては、原則、融資はラオス経済を支える製造業分野に対して行うものであり、仮

想通貨事業に対して融資を行うことは、ラオス国内の商業銀行（外国銀行の支店を含む）にはリ

スクが高く、商業銀行を保護するためとしています。同通知の内容は以下の通りです。 

１）仮想通貨または同様の暗号資産に関連するマイニングを目的とした事業への融資を停止する

ことを検討し、同通知の発行日以前において、ローン契約が締結されていない、すべての案件に

ついて、融資を停止すること 

２）同通知の有効日以前にローン契約が締結された場合、与信について、その有効性を毎月確認

し、市場価値及び中銀が発行する担保の評価に関する規定に従って、信用力の再評価を行うこと 

                                                           
1 https://laotiantimes.com/2021/09/13/laos-authorizes-cryptocurrency-trial-program/ 

2 ラオスにおいては外国企業の定義が存在しないため、1％でも外国籍の個人、法人が資本を有している企業は、

外国企業とみなされます。 
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3）上記 1）及び２）を確実に実施し、有効性を高めるために、社内において、実施マニュアル

を作成すること 

４）本通知の有効日から 10 日以内にローン契約締結済のすべての案件において、上記２）につ

いて、添付の書式で報告書を作成し、banksupervision_legal@bol.gov.la（中銀商業銀行管理局）

宛に送付すること。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括

的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。

One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを

有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シ

ームレスなリーガルサービスを提供しております。 

   One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の

体制で対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを

提供しております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制と

その留意点」等）を行っております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  One Asia Lawyers の前身となる JBL 

Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タ

イ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を有し、タイや CLMV の各国につき、

現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種サポートを行う。 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所  2016 年より One Asia Lawyers ラオ

ス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護

士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。 
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